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はじめに 

 

【基本認識】 

平成から令和へと元号が変わり、公益財団法人として事業が順調に推移すると予想して 

いましたが、中国で発見された新型コロナウイルスの世界的拡散により、その影響が心配 

される年度末をひかえ、当財団としては想定外の事態を考慮しながら2020年度の事業計画を

策定しました。 

令和元年、2019年は、「日中青少年交流推進年」としてスタートした年であり、当財団は、

3月に中国のハンファグループと「日中教育文化交流」に関する覚書に署名し、5月に外務省

の日中青少年交流推進年認定事業として遼寧省開原市から第1次修学旅行生を迎え、7月、 

8月に第2次、第3次を迎えました。本年2月に第4次～9次まで約450名が予定されていました

が、新型コロナウイルスのため、すべて延期または中止となりました。 

しかし、収束後には一日も早い再開を日中双方において確認しているところであります。 

また、日中両国政府においても「日中修学旅行交流」を重点プロジェクトとして推進する

こととしており、当財団としても「国際交流事業」を公益目的事業として認定変更の手続き

をし、「国際修学旅行交流」の推進に貢献して参りたいと考えています。 

一方、当財団の公益事業の柱となっている技能実習生受入れ事業は、北海道を中心に 

受入れ人数が250名を超え2020年度には東京等を合わせると350名を超える勢いで、堅実に 

拡大しております。 

今後当財団は、日本の国柄を守り「共存共栄のアジア新時代」をめざし、技能実習制度を

土台に外国人材受入れ政策の改革のために積極的に活動して参ります。 

また「グローバル人材共生社会」の環境整備のため、当財団は既に、職員の3割を 

ベトナム、モンゴル、中国等の外国人材を採用しており、今後さらに有料職業紹介事業及び

労働者派遣事業などにも率先して取り組んで参りたいと考えています。 

「定例セミナー」「相談・助言事業」等の公益事業においては「人材育成」「人材確保」

「国際貢献」を基本目的に当財団の運営に有効と思われる事業に取り組んで参ります。 

今後とも公益財団法人として社会的信用を維持し、基本的なガバナンス維持と体制づくり、

法人運営や事業の透明性・コンプライアンスに対してより厳しい姿勢で社会に貢献できる 

ように取り組んで参ります。 
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【基本方針】 

２０２０年度の事業計画を、Ⅰ.公益目的事業、Ⅱ.収益事業、及びⅢ.法人管理について 

以下のとおりまとめました。 

 

Ⅰ．公益目的事業 

 公益目的事業 １ 

   「ベトナム国等東アジア各国との相互理解の促進を図ることを目的とする事業」 

（１）定例セミナー・特別フォーラム 

公益目的事業として、東亜総研設立当初より取り組んで参りました当事業について、 

今後もアジアの国・地域の政治、経済、外交、文化などをテーマに継続して事業を推進 

し、公益財団法人としてのセミナー並びにフォーラムを実施して参ります。 

また、日本各地の団体等との共催による、セミナー並びにフォーラムの開催にも取り 

組みます。 

開催時期については四半期に一度（年に4回程度）の実施を予定し、財団の趣旨や「日本

の国柄を考える」をテーマに講師を選び、賛助会員の皆様や一般の方々が興味や関心を寄せ

ていただける内容や構成に配慮するとともに、日本とアジアの国々との友好と相互理解に努

めて参ります。 

なお、セミナーの内容は引き続き電子書籍化し、ホームページから閲覧・ダウンロード 

できるようにまとめるだけでなく「東亜通信」として賛助会員や関係者へ発信し拡充に 

努めます。 

 

（２）相談・助言事業 

当財団は、様々な対話や事業を通じて相互の信頼関係を構築し、他国の問題も自らの 

問題と自覚し、日本の持てる力を日本とアジアのために発揮し、アジアの民生向上と経済 

発展に寄与し、それらの活動によって国と国の友好関係を強め、アジアの安定及び世界の 

平和と繁栄に貢献することを目的に設立されました。 

この精神に基づき、日本とベトナム、モンゴル等アジアの国々と技術・サービス・ 

ノウハウ・文化等の相互理解及び交流に資するプラットフォームとなるべく、相談・助言 

事業を随時実施しています。これは日本とアジア諸国の将来の発展に寄与することを 

めざすものであります。 

相談・助言の対象者は非営利セクター、特に公益社団・財団法人、ＮＰＯ法人、学校 

法人、社会福祉法人、地域団体、ボランティア団体を中心に、行政機関・地方公共団体 

など不特定多数といたします。 

当該事業を通じ、海外との関係構築の術を持たない相談者を手助けする水先案内人 

として、多岐にわたる交流と促進を醸成し、日本とアジア諸国との連携交流、協力関係の 

構築に努めます。 

当財団の助言及び協力により「日越大学構想の具体化」、「日越大学の学部開設」、 

「北海道ベトナム交流協会」の本部ならびに支部の設立、「北海道モンゴル経済交流促進 

調査会」の設立及び中国遼寧省教育基金会との「教育・福祉・文化交流」に関する覚書が 
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締結され成果を挙げております。 

また、ＶＮＦＵ（ベトナム農民協会）とは「食と農と村づくり」に関する貢献を目的に

覚書を締結しており連携し協力を継続しております。 

本年度も次の団体等の側面支援及び相談・助言を、継続的に行うこととしております。

なお、「日中教育文化協力」をはじめ、児童・青少年の国際交流に役立つ事業にも取り 

組んでいく予定です。 

まずは、中国の小・中・高校生の修学旅行や文化・スポーツ関連の交流の受入れに 

ついて、日本の学校生活だけでなく生活習慣や教育文化なども紹介し、相互理解と交流を

深め、日中青少年交流の一助になるよう努めて参ります。 

これらの相談・助言事業については、対価を徴収しないこととしておりますが、実施 

事業の内容により適正な実費相当額を収受する場合もあります。 

（ⅰ）ジャパン ベトナム フェスティバル実行委員会 

第７回は２０２０年２月２２日（土）、２３日（日）にベトナムのホーチミン市で 

開催予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で開催が延期されております。新型 

コロナウイルの収束状況を見据えたうえで年内に第７回を実施する予定です。今まで 

以上に日越両国の教育・文化、観光・福祉、経済・産業などの交流に注力したさらなる

発展に資するイベントとなるよう助言及び協力をいたします。 

（ⅱ）北海道ベトナム交流協会 

平成２８年３月２日に経済・文化・学術・スポーツ・観光・人的交流を通じて、 

北海道とベトナムの相互理解と友好協力関係を深め、北海道の活性化とともに可能性に

富んだベトナムの未来に貢献することを目的とし、その実現のために設立され当財団の

武部会長が会長に就任しております。 

現在１０支部が設立され、９月には「第１回ベトナムフェスティバルin札幌」の開催

も実現し２０２０年度も９月に「第２回ベトナムフェスティバルin札幌」の実施を予定

しております。 

また、クァンニン省においても１２月に「北海道フェスティバル」の開催の要望が 

あり、積極的に支援を行いベトナムと北海道の交流を促進させて参ります。 

その他にも、ベトナムと各地域との交流、ベトナムと北海道の相互視察、各支部に 

おけるセミナーの開催、人的交流についても相談・助言をして参ります。 

（ⅲ）北海道モンゴル経済交流促進調査会 

当調査会は平成２８年度以降、３回に及ぶ北海道とモンゴルとの相互経済交流を推進 

している組織です。これまでにも両国の経済交流に向けた環境整備を当財団の支援の 

もとで促進して参りました。 

昨年８月２日には、モンゴル・ウランバートルから千歳へのチャーター便が就航し、 

モンゴル政府関係者と経済界関係者が来道し記念式典を開催いたしました。今後の定期 

便就航に向けて積極的に取り組み、官民一体となり連携を活発化させ、北海道と 

モンゴルの民間企業間での事業拡大や波及効果が期待できるような事業に支援を行い、 

経済交流が進展するよう助言いたします。 
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（ⅳ）北海道グローバル人材共生事業 

北海道は、将来の日本が直面する課題が真っ先に表面化することから、課題先進地域 

といわれています。「グローバル人材との共生」という課題も北海道が直面する課題 

です。 

そこで、当財団が目指す「グローバル人材共生社会」の環境整備の先駆けとして、 

   北海道がそのモデル地域となるべく、北海道庁、中央官庁、企業・団体等諸団体に働き 

かけます。また、「グローバル人材共生会議」（仮称）の開催にあたっては、具体的な 

形で相談・助言を行い、支援する計画です。北海道がモデル地域となった後には、全国 

各地にも波及させていく計画です。 

（ⅴ）ベトナム発展ビジョンに関する相談・助言 

    日本とベトナムは「アジアの平和と繁栄のための広範な戦略的パートナーシップ」の 

関係にあり、ベトナムの安定と繁栄は将来の日本とアジアに極めて大きな影響を与えます。 

つきましては、当財団が有するベトナムと日本とのハイレベルネットワーク（政府 

高官、有識者、大学等）の協力を得て、「ベトナムの持続可能な発展ビジョン・戦略」 

を調査・研究し、ベトナムへの提言をまとめる考えです。 

明年１月には、第１３回ベトナム共産党大会で新しいベトナム指導部による政権が 

誕生します。我が国にとって重要な時期到来にあたり、日越両国の将来の協力関係に 

資するものと考えます。 

 

（３）国際交流等推進事業 

   児童・青少年の身体的・精神的健全育成のため、日本と東アジア各国の児童・青少年の

相互親善交流として学校交流、芸術・文化交流、スポーツ交流などを中心に国際交流等推

進事業を行います。 

   児童・青少年の年齢層に応じ日本の優れた分野を紹介する交流プログラムを提供しま

す。 

まずは、中国の小・中・高校生の修学旅行や文化・スポーツ関連の交流の受入れについ

て、日本の学校生活だけでなく生活習慣や教育文化なども紹介し、相互理解と交流を深

め、日中青少年交流の一助になるよう努めて参ります。 

本事業を紹介するにあたっては、当財団のホームページを活用したり教宣用のＤＶＤを

用いて自治体、教育委員会、大使館、領事館など幅広く活動を紹介いたします。 

2020年度は30～40名規模の団体を1団体とし5泊から6泊程度を基本に考え8団体で300名

規模を想定いたします。 

 

公益目的事業 ２  

「外国人技能実習生受入れ事業」 

２０２０年３月末現在で２２５名の技能実習生受入れ実績となり、前年度同様に約２～ 

３割の実習生が日本語能力検定のＮ２・Ｎ３を取得しており、優良監理団体として高い 

評価を得ています。 

２０１７年度（平成３０年度）は１１５名、２０１８年度（平成３１年度）は１６３名、
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２０１９年度（令和元年度）は２２５名の技能実習生を受入れております。２０２０年度

末には大幅に増える予想で３６３名を見込んでおります。大幅に増える予想の要因として

は新規に受入れを開始する実習実施者の数が増えているだけでなく、新しく介護事業 

の受入れや宿泊業が職種として認められたことによります。本年はこれら新しい職種を 

さらに拡大し次年度以降の成長につなげて参ります。 

外国人技能実習制度の趣旨を正しく理解し、実習実施者・送出し機関と協力し技能 

実習生が技能を適正に修得し、保護され、自立し、国際貢献に役立つよう人材育成事業を

推進いたします。技能を適正に修得する状況の確認や実習実施者の取り組みを確認・指導

するために計画認定申請・在留許可の申請、月１回の巡回、３ヶ月毎の定期監査など 

コンプライアンスを遵守して参ります。 

 また、実習生が技能習得のため実習に専念するだけでなく、日本語能力検定の学習支援

に今まで以上に力を入れ、当財団ならではの強みを打ち出していくとともに地域別の 

交流会やリクレーション活動など、学習だけではなく受入れ企業や地域社会との交流など

を進め、「日本型多文化共生社会」の実現をめざし、技能実習制度の理解を深める努力も

継続して取り組んで参ります。 

 昨年度は、特定技能制度の「登録支援機関」にも認定されましたが、こちらは収益事業

として扱われるため正しく区別して取り組んで参ります。 

 東京本部も漸次、技能実習生が増え本年度には初の帰国生が誕生します。確実に成長を

続けていますが、当財団の技能実習生の育成・自立が果され正しく目的を達成できるよう

に拡充を期して参ります。 

 なお、１号・２号と３年間の技能実習期間を無事終了する実習生に対して、実習生本人

と実習実施者の要望を聴取し、３号（２年間）への移行のために両者のサポートをする 

だけでなく、帰国希望者には送り出し機関と連携し、帰国後の就職支援フォローにも 

積極的に取り組みます。 

 

 

Ⅱ．収益事業 

１．調査研究 

ベトナムにおける政治・経済・社会に関する調査受託事業で国際協力銀行（ＪＢＩ

Ｃ）から間接受託している調査受託事業を引き続きハノイのＪＶＲＣ社と連携して推

進して参ります。調査対象も公的債務、電力開発計画、ＰＰＰ、再生エネルギーなど

が中心となる予定で、報告書は英語で作成いたします。なお、過去の経験と実績を活

かしベトナム進出拡大を検討する企業等にも働きかけ新たな調査研究事業を共同で開

発して参ります。  

 

２．日越大学構想国内支援業務 

当財団設立の契機となった日越大学構想は、２０１３年（平成２５年）末の日越両国

首相による日越共同声明、２０１４年（平成２６年）ベトナム国家主席訪日時の日越 

共同声明に基づき、両国政府協力のもとで推進されている事業です。ベトナム政府は、
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ベトナム国家大学ハノイ校の７番目の大学として日越大学設立を決定いたしました。 

 やがては「アジアのハーバード」を目指す国際大学として期待される日越両国共同の 

国家的プロジェクトです。 

２０１５年（平成２７年）１２月、内閣官房に「日越大学に関する関係省庁会議」 

及び「日越大学構想の推進に関する有識者会議」が設置され、２０１６年（平成２８年）

９月９日に開学式が開催、大学院修士課程が開講され、２０１７年（平成２９年）９月

に理事会開設（理事２０人は日越同数。武部会長は理事に就任）。２０１８年（平成 

３０年）７月、１期生が卒業し、東京大学をはじめ１１名が博士課程に入学、その他 

日系企業、ベトナム企業に就職するなど極めて高い評価を得ています。 

   ２０１８年(平成３０年)９月には修士課程３期生が入学、２０１９年(令和元年)９月

には４期生が入学、日本、ロシア、フィリピン、ミャンマー、ラオスの他に 

ナイジェリア、カメルーン、コンゴなどアフリカからも留学生が入学し、国際大学と 

して着実な地歩を築きつつあります。ホアラックキャンパス建設に向けた円借款に 

関する課題やベトナム政府による特別財政支出について方向性が確かなものとなり、 

２０２０年(令和２年)９月には、待望の学部開設が確実になりました。２０１３年以来、

日越友好議連特別顧問も務める東亜総研代表理事武部勤会長が使命として取り組んで 

きた日越両国の象徴的国家プロジェクトがいよいよ軌道に乗って走り出すことになった

のであります。 

当財団は２０１５年（平成２７年）より（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）より「日越

大学構想国内支援事務局業務」を行い、２０１９年（平成３１年）２月より２年間、引

き続き同業務を行うこととなり、有識者会議、分科会等に係る調整及び運営支援、日本

での普及・広報活動に従事しています。 

今後も、ベトナムの経済成長と国づくりを担う総合力のある高度人材育成をめざし、

アジアにおける研究拠点の提供となることを建学理念にすえておりますので卒業生らは

主にベトナムや日本の多種多様な分野で活躍するものと期待されています。 

 

 

３．旅行業 

国柄や国民性を正しく認識し評価すること、そしてグローバル化と国際性が求められる

今日「百聞は一見に如かず」の意味でも「観光・旅行業」が重要になっています。 

このような背景のもと、当財団はＭＩＣＥ（Meetinng,Incentive,Convention,Exivition）

を意識した視察旅行等の受注をめざします。 

 特に昨年度より受入れを開始した中国遼寧省の修学旅行案件については、当財団の 

強みと人脈を生かし提案活動を行い、今後公益目的事業として展開できるよう取り 

組んで参ります。 

さらに、他の分野でも当財団ならではのハイレベルでの情報収集、人脈を生かした 

手配力などを活かし、他にはできない国際交流に貢献できる視察旅行を実現します。 
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Ⅲ．法人管理 

公益財団法人として求められるガバナンス体制、運営や事業に対する透明性や 

コンプライアンス順守には、自ら今まで以上に厳しく取り組むとともに、技能実習生の

監理団体として、実習実施者や技能実習生に対しても継続して法令順守を指導し、適正

な監理団体の運営に努めます。また、職員一人ひとりが以下の運営方針に従い、自覚を

持って職務に努めて参ります。 

１．公益財団法人職員としての法令の遵守 

２．職員の業務目標・役割分担の明確化 

３．高い業務品質・サービスの提供 

４．職員一人一人の能力開発の推進 

５．業務のシステム化による業務効率の向上 

６．職員のコミュニケーションの向上 

７．業務の生産性の向上と職員の処遇の向上 

また、ガバナンスの体制構築の一環として昨年実施した出張規定・車両管理規定・ 

賃金規定などに続き、就業規則や業務体制なども適宜修正、改訂を行い正しい法人管理

を行います。 

 

 

以上 


